
生駒市規則第３号 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  平成３０年３月２７日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

生駒市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則（平成２

７年１２月生駒市規則第３５号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中２５の項を２６の項とし、１１の項から２４の項までを１項ずつ繰

り下げ、１０の項の次に次のように加える。 

11 市長 災害対策基本法（昭

和３６年法律第２２３

号）による被災者台帳

の作成に関する事務 

災害救助法（昭和２２年法律第１１

８号）による救助に関する情報、児童

福祉法による障害児入所支援、障害児

通所支援、小児慢性特定疾病医療費の

支給若しくは措置（同法第２７条第１

項第３号又は第２項の措置をいう｡)に

関する情報、障害者関係情報、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律に

よる入院措置に関する情報、地方税関

係情報、特別児童扶養手当関係情報、

特別児童扶養手当等の支給に関する法

律による障害児福祉手当若しくは特別

障害者手当若しくは昭和６０年法律第

３４号附則第９７条第１項の福祉手当

の支給に関する情報、母子保健法によ

る妊娠の届出に関する情報、介護保険

給付等関係情報、障害者自立支援給付

関係情報又は難病の患者に対する医療

等に関する法律（平成２６年法律第５

０号）による特定医療費の支給に関す

る情報 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


